
佐賀市版参考資料

佐賀市建設工事請負契約約款（工事の中止）
第２０条工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、
騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰す
ことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が
工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の
全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
２発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、
工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
３発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるとき
は工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、
建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若し
くは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

■佐賀市建設工事請負契約約款
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佐賀市建設工事請負契約約款（工事用地等の確保等）
第１６条発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用
地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定めら
れた日）までに確保しなければならない。
２受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
３工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に
受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有し、又
は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地
等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
４前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等
の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事
用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は
修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは
取片付けに要した費用を負担しなければならない。
５第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて
定める。
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佐賀市建設工事請負契約約款（条件変更等）
第１８条受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ち
に監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(１) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が
定められている場合を除く。）。

(２) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(３) 設計図書の表示が明確でないこと。
(４) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工
条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(５) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注
者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者
の立会いを得ずに行うことができる。
３発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、
当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、
当該期間を延長することができる。
４前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に
掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(１) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(２) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
(３) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と
受注者とが協議して発注者が行う。

５前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められる
ときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ
ならない。
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佐賀市建設工事請負契約約款（受注者の催告による解除権）
第５０条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その
期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における
債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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佐賀市建設工事請負契約約款（受注者の催告によらない解除権）
第５１条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除ることができる。

(１) 第１９条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。
(２) 第２０条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５が６月を超えるとき
は、６月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が
完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

佐賀市建設工事請負契約約款（受注者の損害賠償請求等）
第５５条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求
することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の
責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第５０条又は第５１条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２第３３条第２項（第３９条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場合に
おいては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延に対す
る遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。



佐賀市土木工事共通仕様書（１－１－１６工事の一時中止）
１．一般事項
発注者は、契約書第２０条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に
対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な
事象による工事の中断については、１－１－４８ 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければ
ならない。
（１）契約書第１６条に規定する工事用地等の確保がされない場合
（２）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は
不可能となった場合

（３）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
（４）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
（５）災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当又は
不可能となった場合

（６）第三者、受注者及び使用人等の安全のため必要があると認める場合
（７）その他受注者の責に帰すことができない事由により施工できない状態に達しているため、発注者が
必要であると認める場合

２．発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた
場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させること
ができる。

３．基本計画書の作成
前二項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する
基本計画書を、監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に
備え工事現場を保全しなければならない。

■佐賀市土木工事共通仕様書
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